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岡

田

栄

照

藤
井
瀬

斎
、
名
は
藏
、
字
は
李
廉
、
瀬
斎
は
そ
の
号
、
ま
た
伊
蕎
子

と
号
し
筑
後
の
人
、
初
め
真
辺
仲
庵
と
称
し
、
医
を
以
て
久
留
米
侯
に

仕
え
た
。

か
つ
て
治
療
中
の

一
病
者
の
死
に
会
い
、
治
を
誤
に
よ
る
も

の
と
し

て
医
を
廃
し
た
。
以
後
、
京
都
に
住
し
、
山
崎
闇
斎
に
従
学
、

洛
西
鳴
滝
村
に
隠
棲
し
高
理
を
談
じ
隠
君
子
の
褒
高
く
、
室
鳩
巣
、
中

村
暢
斎
、

米
川
操
軒
ら
と
交
を
篤
く
し
た
。

関
田
駒
吉
氏
の

「
藤
井
瀬
斎

の
残
年
」
な
る

一
文
に
よ
り
室
永
六
己

丑
七
月
十
二
日
残
享
年
九
十
有
三
が
知
ら
れ
、
逆
算
す
る
と
元
和
三
年

の
誕
生
と
な
る
。

辻
善
之

助
博
士
は

『
日
本
仏
教
史
』
近
世
篇
二
の
三
四
四
頁
、
四
の

八
九
頁
か
ら
九
二
頁
に
於
て
瀬
斎
の
排
仏
論
を
紹
介
さ
れ
た
。

本
論
稿
に
於
て
は

『
日
本
随
筆
大
成
』
所
収
の

『
閑
際
筆
記
』
に
よ

つ
て
瀬
斎

の
仏
教
批
判
の
一
部
を
提
出
し
、
そ
の
特
質
を
検
討
し
て
み

た
い
。

市
井
に
あ
つ
て
現
実
に
見
聞
し
た
僧
侶

の
実
態
に
対
す
る
批
判
、
火

葬
、
仏
法

の
呪
術
、
聖
徳
太
子
、
聖
武
天
皇
、

日
蔵
上
人
、
師
錬
の
元

亨
釈
書
、
空
海
、
明
恵
、
鉄
眼
、
元
政
、
万
無
、

天
海
、
等
に
対
す
る

論
難
な
ど
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た
つ
て
い
る
。

浄
土
教
が
父
栂
の
孝
養
の
道
に
違
背
す
る
と

い
う
理
由
で
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「智
恩
院
万
無
上
人
、
小
林
氏
ノ
子
二
謂
テ
日
、爾

ヨ
ク
父
母
轟
ツ
カ
ウ
マ
ツ

ナ
ソ
ゾ

ル
ベ
シ
。
忠
孝
ハ
阿
弥
陀
モ
亦
ヨ
ロ
コ
ブ
所
ナ
リ
ト
。
此
言
何
、
源
空
が
選

捨
之
説

二
、
異
ナ
ル
ヤ
」

万
無
上
人
に
つ
い
て
い
え
ば

『
葦
頂
山
沙
門

万
無
伝
』
に
よ
れ
ば
延

ゲ

宝
九
年
六
月
二
十
五
日
、
七
十
五
歳
で
化
し
て
い
る
。
心
阿
の

『
浄
土

鎮
流
祖
伝
巻
八

頂
山

・
大
谷
寺

・
万
無
上
人
伝
』
に
よ
る
と
天
和
元

年
六
月
二
十
五
日
七
十
歳

で
化
し
て
い
る
。
延
宝
を
天
和
と
改
元
し
た

の
は
九
月
二
十
九
日
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
瀬
斎
と
万
無
は
同
時

代
を
生
き
て
い
る
。

ス

ヲ

キ

ノ

ノ

「
経

日
、

一
声

ユ
シ
テ
滅

二
八
十

億

劫

生

死

ノ
重
罪

殉

如

二
此

等

語

↓
其

弊

不

レ

テ

アド
ア

フ

リ

レバ

ノ

ウラ

ヲセ
ム

可

二
勝

言

一
。京

押帥

ニ
有
ニ

一
人
一
。
怒

則
其

毎

ラ

殴
。

族

姻

皆

之
諮
。
白

、
汝

ゥ
ヶ
ン

ノ

フ

ウ
レ
フ
ル
コ
ト

レ
ゾ

ウ
ケ
ソ

昌
ウ
ツ

ヲ

必
天
訣

ヲ
受

ト
。

共

人

口
、

勿
レ
憂

我

何

天

訣

ヲ
受
。

我

毎

レ
殴

レ
母
、
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ダ

テ

ソ
バ
ア
ラ

シ
テ

テ

セ

ノ

ヲ

ヤ
ヘ
モ
ス
レ
バ

グ

ノ

ス

未
四
嘗
不
三

念

仏

以
滅
二
其
罪

一ト
。
仏
徒
動

如
レ
斯
横
流
。
」

ヲ
シ
マ

ま
た
念

仏
を
日
日
に
若
干
万
遍
、
助
業
も
亦
若
干

一
般
、
資
財
を
吝

ず

し
て
寺
塔
を
建
て
、
経
像
幡
蓋
を
造
り
霊
仏
安
廟
の
地
を
経
歴
し
な
い

つ
か
へ

所
は
な
い
と
い
う
希
有
の
善
人
と
い
わ
れ
た
人
が
、
仏
に
事
て
昼
夜
左

ツ
カ

す
て
ず
、

ど
う
し
て
老
母
に
事

へ
る
暇
が
あ
る
も
の
か
と
云
つ
た
。
早

し
て
善

人
と
い
え
る
だ
ら
う
か
と
嘆
い
て
い
る
。

脱
俗
、
高
潔
の
清
僧
と
し
て
超
宗
派
的
に
賞
讃
せ
ら
れ
て
い
た
元
政

上
人
、

浄
土
宗
の

『学
信
和
尚
行
状
記
』
に

「
世
、
出
世
の
孝
、
ふ
た

つ
な
が
ら
を
全
く
す
る
事
、
古
人
と
い
へ
ど
も
難
と
す
る
所
な
り
。
き

る
に
今
師
、

こ
れ
を
か
ね
全
ふ
せ
ら
れ
し
は
、
う
ら
や
ま
し
き
こ
と
た

ら
ず
や
、
唐
土
の
陳
尊
宿
、
我
朝
の
元
政
上
人
な
ど
の
類
に
も
恥
ざ
る

べ
し
と
。

い
と
有
難
く
覚
侍
る
…
…
」
と
あ
る
。

こ
の
元
政
上
人
す
ち

も
非
難

の
対
象
と
な

つ
た
。

「元
政
釈
氏
二
十
四
孝
二
、
大
安
寺
ノ
栄
好
ヲ
取
。
好
が
母
ヲ
養
也
、
毎
日

リ

ニ

ス

リ

当
レ
午

テ
飯

ヲ
癬

院

ユ
受
、

而

一
人
之
食

ヲ
分
四
ト
為
。

一
分

ハ
母

ユ
奉
、

一

ギ
ヨ
ウ
ガ
イ

ク
ラ
ウ

ノ

ノ

分

ハ
童

二
与

へ
、

一
分

ハ
行

巧

二
施
、

一
分

ハ
身
喫
。
其
身

ヲ
忘

テ
物

ヲ
舜

ガ
イ

キ

ス

ル
可

ナ
リ
ト
。

甚
シ
イ
哉
好
ガ
母

ヲ
待

コ
ト
ノ
薄

ヤ
。
恩

行
巧

二
等
。
如
一

ガ

マ
サ
ニ

ウ
ズ
マ
ン

漢

ノ
郭
巨

一
憂

レ
之
、
将

其
児

ヲ
埋

ト

ス
。
況
四
分
ヲ
乎
。

元
政
称
レ
之
。

ル
フ

ヲ

ヲ

ミ
ツ

仏
徒
ノ
不
レ知
レ孝
コ
レ
ヲ
観
テ
見
ベ
シ
。」

と
あ
る
。
瀬
斎

と
同
時
代

の
鉄
眼

(
一
六
三
〇
-
八
二
)
は
、
鉄
眼
版

「
大
蔵
経
」
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
畿
内
の
飢
民
救
済
に
も
尽
力
し
た

高
僧
で
あ
る
が
次
の
理
由
に
よ
つ
て
非
難
さ
れ
る
。

ヒ
ロ
グ

ス

モ

ナ
ダ
ム

ヒ
ト
リ

え

「仏
涯

愛
ト
錐
、
極
重
悪
人
ヲ
宥

ハ
、唯

弥
陀
ヲ
推
今
ノ
浮
屠

ハ
例
ノ
悪

テ

人
ヲ
宥

ル
ヲ
以
己
ガ
任
ト

ス
。
故

二
国
政

二
害
有
。

若
夫
哀
誇
側
恒

ノ
直
情

ル

ド

ス

ニ
出

ト
キ

ハ
、猶
可
ナ
リ
。
但

己
ガ
法
威

ヲ
耀

シ
、
国
政
ト
相
抗
衝

セ
ン
ト
欲
。

ニ
ク
マ

ノ

チ
ソ
サ
ツ

疾

ザ

ル
ベ
ケ

ン
ヤ
、
往
歳
摂

ノ
大
阪

二
、
僕
夫

ノ
其
主

ヲ
鵠
殺

ス
ル
有
リ
。

テ

シ
タ
ガ
フ

バ
カ
ル

此
是
其
項

二
鋸

シ
テ
、
以
天
下

二
狗

ベ
シ
ト
。
僕
夫
ガ
父
、
僧
一鑛
眼

二
謀
。

鎮
眼
、

罪

ノ
軽
重
ヲ
不
レ問

シ
テ
、
奇
計

ヲ
出

シ
、
其
刑

ヲ
免

シ
ム
。
眼
何
人

ナ
ソ
ゾ

ノ

ヤ
。
黄
藥
隠
元
ガ
徒

ユ
シ
テ
、
略
見
所
有
者
ナ
リ
。

安

彼
罪
人

ノ
不
レ
可
レ
宥

ラ

ジ
ユ
ソ
ジ

ウ
ル

ノ

ミ

コ
ト
ヲ
知
ザ
ラ
ン
哉
。
只
是
ワ
タ
ク
シ
ニ
狗

テ
、
恩
ヲ
市
而
已
。」

聖
武
帝
の
神
竜
乙
丑
九
月
壬
寅
の
詔

(続
目
本
紀
巻
九
所
収
)
に
み
ら

れ
る
、
天
皇
が
天
変
地
天
の
責
任
を
感
じ
て
三
千
人
を
出
家
せ
し
め
諸

寺
に
於
て
転
経
し
災
異
を
消
除
せ
ん
と
し
た
行
為
は
、
股
宗
、
宋
景
の

ノ

ノ

マ
ド
ヘ
ル

善
事
と
は
全
く
以

て
非
な
る
も
の
で
あ
り

「
此
帝
仏

二
惑

コ
ト
甚

矣
。
」
と
き
め
つ
け
た
。

続
日
本
紀
巻
十
に
天
平
元
年
の
項
に
所
謂
、

長
屋
王
の
変
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。

長
屋
王
の
死
を
め
ぐ
つ
て
、
史
実
と
因
果
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
説
話

が
展
開
す
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

日
本
霊
異
記
中
巻
に

「
侍
ご
己
高
徳
一刑
三
賎
形
沙
弥
輔以
現
得
二悪
死
輔

縁
第

一
」

ノ

今
昔
物
語

巻
二
十

「
長
屋
親
王
、
 討
沙
弥
感
現
報
語

第
廿
七
」

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
長
屋
王
が
長
室
皇
子
と
記
さ
れ
る
『閑
際
筆
記
』

で
は

「左
僕
射
長
室
皇
子
」
に
聖
武
帝
が
死
を
命
じ
た
処
置
を
批
判
し

藤
井
癩
斎

の
仏
教
批
判
 
(
岡

田
)
 

三
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五
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三
三
六

て

「
長
室

ハ
是
皇
子
ナ
リ
。
僕
射
ナ
リ
。
壼

之

ヲ
殺
以

テ
、

一
沙
弥

フ

数
滴
ノ
血

二
償
ヤ
。
帝
ノ
昏
惑
言
ベ
カ
ラ
ズ
。
具
僧
徒
往

々
人
ノ
死
ヲ

ナ
ソ
ゾ

救
ヲ
以

テ
務
ト
ス
。
蓋
僕
射

ヲ
救
ザ
ル
。
僕
射
己
ガ
徒
ヲ
撃
ヲ
以

テ
ナ

リ
。
其
私
心
亦
甚

シ
カ
ラ
ズ
乎
」
と
結
論
す
る
。

長
屋
王
は

『
懐
風
藻
』
に
詩
三
篇

『
万
葉
集
』
に
五
首
を
の
こ
し
て

い
る
文
人
で
あ
り
儒
教
を
尊
重
し
た
。
儒
学
の
立
場
に
あ

つ
た
獺
斎
は

長
屋
王

の
非
業

の
死
を
痛
切
に
受
容
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

る

宇
治
拾
遺
物
語
巻
八
の
六
、
「
猟
師
ほ
と
け
を
射
事
」
及
び
巻
十
三
の

ノ

ノ

九
、
「
念
仏
僧
魔
往
生
事
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

瀬
斎

が

『
閑
際
筆
記
』
に
と
り
あ
げ
た
理
由
は
恐
ら
く
智
恵
浅
き
僧

侶
に
対
す
る
軽
笑
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
宇
治
拾
遺

の
編
者

の
意

図
は
、
人
間
の
弱
さ
に
寛
容
の
態
度
と
静
観

の
姿
勢
で
対
処
す
る
こ
と

に

一
種

の
健
康
な
笑
い
を
も
り
こ
も
う
と
し
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。安

永

十
年
に
刊
行
さ
れ
た
誹
風
柳
多
留
に

「
日
蔵
に
面
目
も
な
い
延

喜
帝
」

と
い
う
句
で
も
知
ら
れ
て
い
る
日
蔵
の
蘇
生
談
、

三
善
清
行
の

弟
で
道
賢
と
称
し
た
日
蔵
は
、
あ
る
時
頓
死
し
て
冥
途
に
至
り
、
延
喜

帝
に
謁

し
、
そ
の
菅
公
に
対
す
る
罪
の
臓
悔
と
依
頼
の
仰
せ
を
受
け
て
、

十
二
日
の
後
、
蘇
生
し
、
事
の
由
を
村
上
帝
に
奏
聞
し
て
菅
廟
を
建
て
、

帝
の
跡
を
弔
い
奉

つ
た
と
い
う
俗
説
が
あ
る
。

こ
の
話
は
、
北
野
天
神

縁
起
の
諸
本
、
十
訓
抄
、
今
昔
物
語
、
太
平
記
、
沙
石
集
、

宝
物
集
、

な
ど
に
み
え
る
。

『
閑
際
筆
記
』
は
文
面
か
ら
『
今
昔
物
語
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
と
推

定
さ
れ
る
。
日
蔵

の
夢
記
に
つ
い
て
瀬
斎
は
次

の
よ
う
な
見
解
を
披
涯

し
て
い
る
。

タ
エ

ク

「
吾
曹

コ
レ
ヲ
聞
テ
、

今
当
悲
怒

二
不
レ
勝
。
当
時
君
臣
奈
何

ゾ
早

日
蔵

ヲ
謙

テ

シ
テ
、
以
其
口
ヲ
滅
ズ

シ
テ
、
先
帝

ヲ
千
歳

ノ
下

一二
辱

メ
、
国
悪

ヲ
万
代

ノ

ノ
コ
ス

ケ
ダ
シ
カ
レ

テ

後

二
遺
乎
。

…
…
蓋
渠

冥
途

ノ
事

ヲ
仮

テ
、
以

己
ガ
術
ヲ
神

ニ
セ

ン
ト
欲
。

ス
ギ
ソ

ユ

人

ヲ
欺

コ
ト

ノ
甚

シ
キ
、

何
事
力
過
レ之
。

抑
延
喜
帝

ハ
、
敬
レ
己
憧

レ物
、
歴

ノ

ア
ラ

代
牢
麗
此
君

ニ
シ
テ
、

地
獄

工
在

シ
メ
バ
、
何
帝
力
地
獄

二
在
ザ

ラ

ン
。
蔵

二
於
テ
死
ヲ
不
レ
容
。
」

『
愚
管

抄

』

は

「
コ
ノ

北

野

ノ
御

事

ハ
日
蔵

が
夢

記

人

モ

チ

ヰ

ネ

ド

マ
タ

モ
、

又

ヒ

ガ
ゴ

ト

ニ

ハ
ア

ラ

ヌ
ナ

ル
ベ

シ
」

と
断

定

し

て

い

る
。

『
元
亨

釈

書

』

は
、

『
閑

際

筆

記

』

に
最

も
多

く

引

用

さ

れ

て

い
る

仏

キ

ナ
ソ
ゾ

教
史
書
で
あ
る
が
、
「
但
其
事
実
、
尽
ク
信
ジ
難
者
ア
リ
…
…
安
無
稽
ノ

エ
ン

ノ

言
ナ
キ
コ
ト
ヲ
得
哉
…
…
」
「
然

二
八
耳
以
下
三
十
五
字
、
日
本
紀

二
不

サ
ク
グ
ウ

シ

ヒ
ソ
カ
ニ

フ
ル

ヲ

ヘ

レ
見
。
恐

ハ
師
錬
墾
空
得
出

テ
、
私

加
レ
之
欺
」
「
全
国
史

二
見
ズ
。
其

ラ
カ
ナ
リ

実
記

ニ
ア
ラ
ザ
ル
者
明
矣
。
」
な
ど
の
批
判
が
あ
る
。

仏
教
者
の
言
説
に
好
意
を
抱
い
て
い
な
か
つ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る

ザ
ル

キ

レ

ル

ハ

が
、

大

燈

国
師

の

「
肩

有

バ
不
レ
衣

コ
ト
ナ

シ
。
有
レ
口

バ
不
レ
食

コ
ト

ナ

マ
コ
ト

ル

ハ

キ
ト
。
此
言
固

二
好
。
所
レ
謂
天
、
禄
ナ
キ
ノ
人
ヲ
不
レ
生
。
地
、
根
ナ

ザ
ル

ハ
ヤ
サ

キ
ノ
艸

ヲ
不

レ
生

ハ
ナ

キ

ノ
意

」

と

評

す

る

こ

と
も

あ

る
。

ナ
シ
ヤ
ス
シ

念
仏
僧
魯
含
の
「
智
者
傲
慢
ノ
気
ヲ
生

易
。
我
法

ハ
智
者
ヲ
不
レ
貴
。

ホ
ッ
ス
ル

常

二
己

心

ヲ
謙

遜

ナ

ラ

シ

メ

ン
ト
欲

ナ

リ
し
と

い
う

こ

と

ば

を

聞

い
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て
、
儒
者
の
学
が
智
を
先
と
す
る
か
ら
傲
慢

ヲ
生
じ
易
く
謙
遜
に
遠
ざ

テ

か
る
…
…

「
魯
含
が
言
以
空
言
ナ
ラ
ズ
。
」
と
自
省
す
る
。

『
閑
際
筆
記
』
に
主
張
さ
れ
る
仏
教
批
判
を
網
羅
す
る
こ
と
は
紙
面
の

関
係
上
許
容
さ
れ
ぬ
故
に
、
次
の
批
判
と
反
省
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め

て
お
こ
う
。

本
邦
に
聖
道
の
弘
ま
ら
な
い
の
は
儒
門
に
人
な
き
が
為
で
あ
る
。
智

者
は
あ

つ
て
も
仁
者
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仏
法
は
元
来
、
夷
秋
の

一
法
で
あ
り
、
儒
教
の
大
中
至
正
の
道
と
比
較
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

法
然
、

日
蓮
は
、
道
の
為
に
身
を
忘
れ
て
奮
励
尽
力
し
た
の
で
、
そ
の

志
は
と
げ
ら
れ
な
か

つ
た
が
仏
法
は
天
下
に
行
わ
れ
た
。
今

の
儒
者
は

互
に
云
う
、
お
上
が
儒
を
好
ま
な
い
の
で
首
を
ち
穿
め
、
舌
を
か
み
、

禍
を
の
が
れ
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

瀬
斎

の
批
判
の
対
象
と
な
つ
た

一
般
的
な
僧
侶
の
資
質
は
、
彼
と
同

時
代
の
西
鶴
が

『
本
朝
二
十
不
孝
』
に
於
て

「去
程
に
、
今
時
の
出
家

形
気
程
、
お
か
し
き
は
な
し
、
智
恵
才
覚
に
は
か
ま
は
ず
。
武
士
の
家

に
て
は
、
弓
馬
の
芸
に
疎
く
。
又
、
病
者
に
し
て
、
勤
の
成
難
き
を
進

て
、
衣
を
き
せ
。
町
人
は
、
笄
用
お
ろ
か
に
、
秤
目
覚
え
ず
、
日
記
付

と
て

さ
へ
な
ら
ざ
る
を
。
逆
も
、
商
人
に
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
世
を
楽
に
、

墨
染
に
な
れ
と
。
親
類
、
了
簡
の
上
に
て
、
髪
を
お
ろ
さ
せ
。
…
…
」

と
描
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
類
推
さ
れ
る
。

『
閑
際
筆
記
』
は
孝
道
を
醸
成
す
る
社
会
風
潮
に
即
応
し
た
傾
向
的
な

随
筆
で
あ
り
、
功
利
的
な
啓
蒙
性
で
略

こ
一
貫
さ
れ
て
い
る
。

藤
井
癩
斎

の
仏
教
批
判
 
(
岡

田
)
 

三
三
七
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